
令
和
二
年
三
月
三
日
受
領 

答

弁

第

七

三

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
〇
一
第
七
三
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衆
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大

島

理
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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
羽
田
空
港
新
飛
行
ル
ー
ト
に
伴
う
新
た
な
着
陸
方
式
に
お
け
る
「Tailored Chart

」
の
周
知
に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
羽
田
空
港
新
飛
行
ル
ー
ト
に
伴
う
新
た
な
着
陸
方
式
に
お
け
る
「Tailored 

Chart

」
の

周
知
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「Tailored 

Chart

」
に
つ
い
て
は
、
東
京
国
際
空
港
に
お
け
る
新
た
な
飛
行
経
路
の
う
ち
南
風
好
天
時
に
運

用
さ
れ
る
進
入
経
路
に
お
い
て
、
気
象
条
件
等
に
よ
っ
て
は
、
三
度
の
降
下
角
で
飛
行
し
た
場
合
の
高
度
と
三
・
五
度
の
降

下
角
で
飛
行
し
た
場
合
の
高
度
の
間
の
高
度
を
航
空
機
が
飛
行
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
国

が
発
行
す
る
航
空
情
報
の
一
つ
で
あ
る
航
空
路
誌
に
よ
り
航
空
機
乗
組
員
に
対
し
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
東
京
国

際
空
港
に
乗
り
入
れ
て
い
る
本
邦
及
び
外
国
の
航
空
会
社
に
対
し
て
は
国
土
交
通
省
か
ら
複
数
回
に
わ
た
り
説
明
及
び
周
知

を
行
っ
て
い
る
。 


